
1 

 

税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９２５） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求控訴事件 

 国側当事者・国（東山税務署長） 

 令和６年１月１８日棄却・上告・上告受理申立て 

 （第一審・東京地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和５年３月２３日判決、本資料２７

３号・順号１３８３６） 

 

    判    決 

 控訴人         有限会社Ｋ 

 同代表者取締役     丙 

 同訴訟代理人弁護士   山下 清兵衛 

             山下 功一郎 

             田代 浩誠 

             西潟 理深 

 被控訴人        国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       東山税務署長 

             中村 勝 

 同指定代理人      別紙指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２４年１０月１日から

平成２５年９月３０日までの事業年度の法人税更正処分のうち、欠損金額５９６９万８１７

３円、翌期へ繰り越す欠損金５９６９万８１７３円を超える部分及び同事業年度の法人税に

係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

  ３ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２４年１０月１日から

平成２５年９月３０日までの課税事業年度の復興特別法人税更正処分のうち、課税標準法人

税額０円、還付すべき税額８５９５円を超える部分及び同課税事業年度の復興特別法人税に

係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

  ４ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２５年１０月１日から

平成２６年９月３０日までの事業年度の法人税更正処分のうち、欠損金額１億０３０８万３

７５９円、翌期へ繰り越す欠損金１億６２７８万１９３２円を超える部分及び同事業年度の

法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 
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  ５ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２５年１０月１日から

平成２６年９月３０日までの課税事業年度の復興特別法人税更正処分のうち、課税標準法人

税額０円、還付すべき税額３４８８円を超える部分及び同課税事業年度の復興特別法人税に

係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

  ６ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２６年１０月１日から

平成２７年９月３０日までの事業年度の法人税更正処分のうち、所得金額０円、翌期へ繰り

越す欠損金９６２２万０２７８円を超える部分及び同事業年度の法人税に係る過少申告加算

税賦課決定処分を取り消す。 

  ７ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２６年１０月１日から

平成２７年９月３０日までの課税事業年度の地方法人税更正処分のうち、課税標準法人税額

０円、納付すべき税額０円を超える部分及び同課税事業年度の地方法人税に係る過少申告加

算税賦課決定処分を取り消す。 

  ８ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２７年１０月１日から

平成２８年９月３０日までの事業年度の法人税更正処分のうち、欠損金額３億９６４６万４

０４６円、翌期へ繰り越す欠損金４億９２６８万４３２４円を超える部分及び同事業年度の

法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

  ９ 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２７年１０月１日から

平成２８年９月３０日までの課税事業年度の地方法人税更正処分のうち、課税標準法人税額

０円、納付すべき税額０円を超える部分及び同事業年度の地方法人税に係る過少申告加算税

賦課決定処分を取り消す。 

  10 処分行政庁が控訴人に対して平成３０年７月２６日付けでした、平成２８年１０月１日から

同年１２月３１日までの事業年度の法人税更正処分のうち、所得金額０円、翌期へ繰り越す

欠損金４億７３９８万４８７６円を超える部分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

  １ 事案の要旨（以下、略称の使用は、特に断りのない限り、原判決の例による。） 

    味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である控訴人は、①平成２５年９月期、平

成２６年９月期、平成２７年９月期、平成２８年９月期及び平成２８年１２月期の法人税、

②平成２５年９月課税事業年度及び平成２６年９月課税事業年度の復興特別法人税、③平成

２７年９月課税事業年度及び平成２８年９月課税事業年度の地方法人税について、控訴人の

役員に支給した当該年度に係る給与の全額を損金の額に算入して確定申告をしたところ、処

分行政庁は、上記役員給与の額には法人税法３４条２項に規定する不相当に高額な部分があ

り、同給与の全額を損金の額に算入することはできないなどとして、㋐本件各事業年度に係

る法人税の各更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分、㋑復興特別法人税

各課税事業年度に係る復興特別法人税の各更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課

決定処分並びに㋒地方法人税各課税事業年度に係る地方法人税の各更正処分及びこれに伴う

過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

    本件は、控訴人が、上記役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張して、被控訴

人を相手に、上記㋐ないし㋒の各更正処分（本件各更正処分）の一部取消し及び上記㋐ない

し㋒の各賦課決定処分（本件各賦課決定処分）の全部取消しを求めた事案である。 

    原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、これを不服とする控訴人が本件控訴をし
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た。 

  ２ 前提事実等 

    関係法令等の定め、前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、次項のとおり原判決

を補正するほか、原判決の「事実及び理由」第２の１ないし４に記載のとおりであるから、

これを引用する。 

  ３ 原判決の補正 

  （１）原判決別紙２「関係法令等の定め」記載第２のロ６行目から７行目にかけて（原判決５７

頁２５行目から２６行目にかけて）の「３４条６項」を「３４条５項」と改め、同ロの末行

（原判決５８頁７行目）の「価額」の後に「に相当する金額の合計額を超える場合における

その超える部分の金額」を加える。 

  （２）原判決別紙２「関係法令等の定め」記載第３の２末行（原判決５８頁１８行目）末尾に、

改行して次のとおり加える。 

    「３ ４７条２項 

       各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。（後

略）」 

  （３）原判決５頁７行目冒頭から同行末尾までを削除する。 

  （４）原判決５頁１７行目の「平成２６年９月３０日」を「平成２６年１２月１日」と、同頁２

２行目の「平成２７年９月３０日」を「平成２７年１１月３０日」と、６頁１行目の「平成

２８年９月３０日」を「平成２８年１１月３０日」と、同頁６行目の「平成２８年１２月３

１日」を「平成２９年２月２８日」と、それぞれ改める。 

  （５）原判決７頁１５行目の「乙２５」を「乙２４、２５」と改める。 

  （６）原判決１０頁１１行目末尾に「（甲１の２）」を、同頁１４行目末尾に「（甲１の３）」を、

同頁１７行目末尾に「（甲１の４）」を、同頁２０行目末尾に「（甲１の５）」を、同頁２３行

目末尾に「（甲１の６）」を、同頁２６行目末尾に「（甲１の７）」を、１１頁３行目末尾に

「（甲１の８）」を、それぞれ加える。 

  （７）原判決１１頁１０行目の「令和元年６月２１日」を「令和元年６月２０日」と改める。 

  （８）原判決１２頁１８行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「また、我が国の会社法制は、取締役報酬の多寡等について、会社・株主の自治に委ねてお

り、「一般に相当と認められる金額」の存在を予定していない以上、法人税法が独自に「不

相当に高額な部分」の具体的な中身を規定していなければならない。しかしながら、同法３

４条２項は、損金不算入とする金額を政令に白紙委任しており、憲法８４条及び４１条に違

反する。」 

  （９）原判決１３頁９行目から１０行目にかけての「役員の」の後に「職務の」を加える。 

  （10）原判決１６頁１０行目の「し得る」の後に「収益の」を加える。 

  （11）原判決１８頁２２行目の「事務所」を「事業所」と改める。 

  （12）原判決２０頁２３行目の「ベトナム」を「ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」と

いう。）」と改める。 

  （13）原判決２４頁２行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「ア 本件各役員給与に法人税法３４条２項は適用されないこと 

       平成１８年施行の会社法改正により、改正前まで利益処分とされてきた役員賞与は職
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務執行の対価であるとの整理がされたことから、改正後の役員に対する給与の支給につ

いては、そもそも、法人の利益処分たる性質を有するという事態を観念することはでき

ない。 

       そうすると、上記改正後にされた本件各役員給与の支給についても、法人の利益処分

たる性質を有すると観念することはできないため、本件は、法人税法３４条２項を適用

する前提を欠くものである。 

     イ 役員給与が「不相当に高額」として否認できる場合 

       役員給与は、原則として費用性があり、その職務内容として、職務の対価に対応する

給与であれば、その金額を制限する根拠はない。 

       したがって、法人税法３４条２項に規定する「不相当に高額」な役員給与とは、実働

のない役員給与や、租税回避を企図したものに限られる。」 

  （14）原判決２４頁３行目の「ア」を「ウ」と改める。 

  （15）原判決２５頁１２行目末尾に次のとおり加える。 

「国際標準産業分類においても、ファブレス事業者について、製品製造過程において継続的

に用いられる無形資産を保有している場合や、製造工程の監視や品質管理を行っている場合

には、卸売業ではなく製造業として取り扱うこととする旨の改正がされることとなった。」 

  （16）原判決２７頁５行目の「売上高経常率」を「売上高経常利益率」と改める。 

  （17）原判決２７頁１２行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「ｄ 役員の職務上の能力を基準にするべきこと 

       役員給与の相当性の判断は、個々の役員の職務上の能力を最大考慮要素として判断す

るべきであり、類似会社のデータではなく、能力が類似する役員の稼得能力を比較する

べきである。ファブレス業者である食品会社として、控訴人のビジネスモデルに類似す

る企業はないため、高度な商品企画力を有する経営者が経営する企業を全国規模で調査

するべきである。」 

（18）原判決２７頁１３行目の「イ」を「エ」と、同頁２５行目の「ウ」を「オ」と、２８頁２

１行目の「エ」を「カ」と、それぞれ改める。 

  （19）原判決２８頁２６行目の「比較結果は、」の後に「類似法人における役員給与最高額の平

均値にも、」を加え、同行から２９頁１行目にかけての「改定営業利益」から同行の「比率

にも」までを「個人換算所得の平均値にも」と改める。 

 第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、次項のとおり原

判決を補正するほか、原判決の「事実及び理由」第３に記載のとおりであるから、これを引用

する。 

  ２ 原判決の補正 

  （１）原判決３２頁９行目の「おいて、」の後に「複雑多様な社会経済の下で、」を加え、同頁１

６行目、３３頁９行目から１０行目にかけて及び同頁２１行目の各「の上限を確定的に」を

いずれも「を一義的かつ明確に」と、同頁１２行目の「一定程度の幅を含む内容」を「複数

の考慮事項を挙げて、これらの各事項を法人税法３４条２項の趣旨に照らして「不相当に高

額な部分の金額」を定める内容」と、同頁１５行目から１６行目にかけての「当然に想定さ

れるものであり」を「想定し得ないものではなく」と、それぞれ改める。 
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  （２）原判決３３頁１７行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「控訴人は、我が国の会社法制は、取締役報酬の多寡等について、会社・株主の自治に委ね

ており、「一般に相当と認められる金額」の存在を予定していない以上、法人税法が独自に

「不相当に高額な部分」の具体的な中身を規定していなければならないところ、同法３４条

２項は、損金不算入とする金額を政令に白紙委任しており、憲法８４条及び４１条に違反す

るとも主張する。 

     しかしながら、法人税法３４条２項の趣旨は上記のとおりであり、同項の委任を受けた法

人税法施行令７０条１号の規定内容に照らせば、法人税法３４条２項の「不相当に高額な部

分」の概念は明確なものといえるし、同項において、損金不算入とする金額を政令に白紙委

任したものともいえない。」 

  （３）原判決３５頁１８行目の「と相違」を「とが相違すること」と改める。 

  （４）原判決３７頁１１行目の「の４」を削除する。 

  （５）原判決３８頁７行目の「の物流センター」を削除する。 

  （６）原判決４０頁５行目の「乙１８、」の後に「１９、２０の１及び２、乙２１、」を加える。 

  （７）原判決４０頁９行目の「である」の後に「（乙１６の１ないし５）」を、同頁１０行目の

「平均額」の後に「は、原判決別表２記載のとおりであり、また、本件類似法人の」を、同

頁１１行目の「である」の後に「（乙２４、２５、２９）」を、それぞれ加える。 

  （８）原判決４２頁２行目の「事務所」を「事業所」と改め、同頁４行目の「、３７」を削除す

る。 

  （９）原判決４２頁１７行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「（２）本件各役員給与に対する法人税法３４条２項の適用 

       控訴人は、平成１８年施行の会社法改正後の役員に対する給与の支給については、そ

もそも、法人の利益処分たる性質を有するという事態を観念することはできないため、

本件各役員給与の支給について、法人税法３４条２項を適用する前提を欠く旨主張する。 

       しかしながら、同項の趣旨が、法人の役員に対する給与が法人の利益処分たる性質を

有する場合があることから、法人所得の金額の計算上、一般に相当と認められる金額に

限り必要経費として損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認

めないことによって、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の

背後にある恣意性の排除を図り、課税の公平性を確保することにあることは、前記１

（１）のとおりである。同項は、平成１８年法律第１０号により法人税法３４条１項が

改正されたものであるところ、この改正は、会社法制や会計制度において、従前は利益

処分として会計処理されてきた役員賞与について、費用として会計処理されることとな

るなど制度が変更されたことを機にされたものであるが、法人の役員に対する給与の支

給に関し課税の公平性を確保するという上記の趣旨は、上記改正の前後で変わるもので

はないと解される。平成１８年施行の会社法改正後においても、役員給与の支給につい

て、およそ法人の利益処分たる性質を有するという事態を観念できないものではなく、

控訴人の上記主張は、前提を誤るものであって採用することはできない。 

    （３）役員給与が「不相当に高額」として否認できる場合 

       控訴人は、法人税法３４条２項に規定する「不相当に高額」な役員給与とは、実働の

ない役員給与や、租税回避を企図したものに限られる旨主張する。 
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       しかしながら、法人税法３４条２項の趣旨は前記１（１）のとおりであり、同項及び

その委任を受けた法人税法施行令７０条１号イの解釈適用において、「不相当に高額」

な役員給与を、役員としての実働のないものや、租税回避を企図したものに限定するべ

きと解する根拠はない。 

       控訴人の上記主張は独自のものであって、これを採用することはできない。」 

  （10）原判決４２頁１８行目の「（２）」を「（４）」と改める。 

（11）原判決４２頁２３行目及び４４頁１２行目から１３行目にかけての「の小売店」をいずれ

も削除する。 

  （12）原判決４３頁２行目の「日本標準産業分類は、」の後に「総務大臣が、統計法２８条１項

に基づき、同法２条９項に規定する統計基準として定めたものであって」を、同頁５行目の

「であるから」の後に「（乙２７、公知の事実）」を、それぞれ加え、同頁６行目末尾に、改

行して次のとおり加える。 

    「なお、控訴人は、国際標準産業分類において、ファブレス事業者について、製品製造過程

において継続的に用いられる無形資産を保有している場合や、製造工程の監視や品質管理を

行っている場合には、卸売業ではなく製造業として取り扱うこととする旨の改正がされるこ

ととなったとも主張するが、これを認めるに足りる的確な証拠はない。」 

  （13）原判決４３頁１５行目の「として、」の後に「控訴人の業種を」を加える。 

  （14）原判決４４頁６行目の「仕入れ先から」の後に「仕入れて」を加える。 

  （15）原判決４５頁４行目、１１行目及び１６行目の各「サービス業」をいずれも「技術サービ

ス業」と改め、同頁１４行目の「分類」の後に「（認定事実ウ（イ））」を加える。 

  （16）原判決４５頁１９行目冒頭から４６頁１行目末尾までを次のとおり改める。 

    「控訴人の同業類似法人の抽出に当たり、日本標準産業分類を用いることが合理的であるこ

と、控訴人の業務の実情を踏まえると、同分類に基づき控訴人の事業を卸売業と認定するこ

とに合理性があることは、上記（ア）の説示のとおりである。 

     控訴人は、控訴人の事業を「製造業」と認定することに合理性があることの根拠として証

券コード協議会の行う業種分類（認定事実ウ（ウ））を挙げるが、株式を上場しておらず、

証券コードを付与されていない控訴人について、上記業種分類に基づき控訴人の業種を認定

することが合理的であるとはいえない。」 

  （17）原判決４６頁７行目の「ア（イ）及びイ」を「ア（イ）ａ及びｂ」と改める。 

  （18）原判決４６頁１７行目から１８行目にかけての「において」の後に「、同業類似法人を抽

出するに当たっての」を加える。 

  （19）原判決４６頁２６行目の「一つの指標」を「重要かつ明確な指標」と改める。 

  （20）原判決４７頁２４行目末尾に、改行して次のとおり加える。 

    「（オ）役員の職務上の能力を基準としていないことの不合理性の存否について 

       役員の職務上の能力は、「事業規模」（法人税法施行令７０条１号イ）を示すものには

該当しない。また、何をもって役員の職務上の能力と評価すべきかが曖昧であり、主観

的・恣意的要素を判断要素に加えることになるため、相当でない。したがって、同業類

似法人の抽出基準として役員の職務上の能力を用いていないことに不合理性はない。」 

  （21）原判決４８頁６行目の「（３）」を「（５）」と改め、同頁７行目の「ア」の後に「（イ）ｂ

及びｃ並びに」を加え、同頁１１行目の「業務」を「主たる業務」と改める。 
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  （22）原判決４８頁１３行目の「乙」から同頁２１行目の「いない。」までを次のとおり改める。 

「乙は、平成２７年１１月までは控訴人の業務に従事しておらず、同年１２月から、ベトナ

ムに赴任した上で、ベトナム新規事業に係るベトナムでの業務を全般的に担う予定であった

が、控訴人から月額２億５０００万円の役員給与の支給を受けていた同月から平成２８年３

月までの間、ベトナムに赴任したことはなく、日本及び香港においてベトナム新規事業にお

ける工場の設計・工場設備の配置に関する検討やベトナムにおける乙の所得に対する課税の

問題を合法的に回避するための方法の検討をしていたにすぎず、そのほか、ベトナム新規事

業に貢献していた具体的内容を認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらない。また、ベト

ナム新規事業により、控訴人は何ら収益を得ていない。」 

  （23）原判決４９頁１行目の「（４）」を「（６）」と、同頁２行目の「売上金額」を「控訴人の売

上高」と、それぞれ改める。 

  （24）原判決４９頁８行目から９行目にかけての「されていることから、」を次のとおり改める。 

    「されている。また、一般に、役員に対する給与は、当該役員の職務の執行の対価として支

給されるものであり、法人税の取扱い上は、当該事業年度における収益に対応する費用とし

ての性格を有する限りにおいて、これを損金の額に算入することが相当とされるものと解さ

れる。したがって、」 

  （25）原判決４９頁２２行目の「（５）」を「（７）」と改め、５０頁３行目の「には」の後に「合

計」を加える。 

  （26）原判決５０頁１１行目の「中の」を「の役員給与」と改め、同頁１２行目の「までの」の

後に「本件類似法人中の」を、同頁１４行目から１５行目にかけて、同頁２０行目及び同頁

２５行目の各「本件類似法人」の後にいずれも「中」を、それぞれ加える。 

  （27）原判決５１頁８行目の「金額の額」を「部分の金額」と改める。 

  （28）原判決５１頁１０行目の「平成２８年９月期更正処分」を「平成２８年９月期法人税更正

処分」と改める。 

  （29）原判決５２頁７行目の「内容等」の後に「（認定事実ア（ウ）ｃ）」を、同頁１３行目の

「基に、」の後に「原判決別表２、」を、同頁２３行目の「金額」は、」の後に「原判決別表

６の」を、それぞれ加える。 

（30）原判決５３頁１７行目の「（６）」を「（８）」と、同頁１９行目の「（５）」を「（７）」と、

それぞれ改める、 

（31）原判決５４頁２行目の「１項」を削除し、同頁３行目の「である」を「であり、各課税事

業年度の課税標準法人税額は各課税事業年度の基準法人税額である」と改める。 

３ その他、原審及び当審における当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容を検討しても、当審に

おける以上の認定判断（原判決引用部分を含む。）を左右しない。 

 第４ 結論 

    以上によれば、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がな

いから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２４民事部 

裁判長裁判官 増田 稔 

   裁判官 小海 隆則 
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   裁判官 山門 優 
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（別紙）

指定代理人目録

高橋紀子、青木雄弥、杉田弘明、福田ちひろ...井上智貴
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